
岩手県告示第 78 号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 284 条第３項の規定に基づき、盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、

遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀

町、金ケ崎町、平泉町、藤沢町、住田町、大町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、川井村、軽米町、野田村、九戸村、洋野

町及び一戸町から申請のあった岩手県後期高齢者医療広域連合の設置を平成 19年１月 22日付けで許可した。 

  平成 19 年２月２日 

                                            岩手県知事 増 田 寛 也  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


		2007-01-26T11:18:48+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




